
• これまでの補助制度は、要綱に基づく補助計画を作成することとし、法定計画（地域公共交通計画）の作成を補助要件としていなかったが、今後は乗合バス等へ
の補助制度と連動化させることにより、市町村等による地域公共交通計画の作成を促進。（令和３年４⽉に要綱を改正。令和６年までの経過措置あり。）

• 幹線補助は、幹線沿線の市町村（単独・複数）が作成する地域公共交通計画又は、都道府県が作成する広域的な地域公共交通計画に位置付けることを想定。
フィーダー補助は、主に市町村単位で作成される地域公共交通計画に位置付けることを想定。また、これらの計画を作成する際には、都道府県・市町村のいずれも
参加している法定協議会において協議がなされることが必要。

• 神⼾市北区⽣野⾼原では、地域内を路線バスが運⾏しておらず、通学・通勤や通院・買い物などの⽇常⽣活の移動⼿段の確保が課題である。
このような課題の解決のため、同様の課題を抱える近隣の⻄宮市名塩地区とともに、地域住⺠が主体となって、地域コミュニティ交通の導
入検討を進めている。

• 現在、神⼾市・⻄宮市の連携のもと、２回⽬の試験運⾏を実施しており、結果が良好であれば令和５年10⽉から本格運⾏を予定している。
その際、国から交通不便地域の指定を受け、フィーダー補助の申請を⾏う予定である。

生野高原の地域コミュニティ交通を地域公共交通計画に位置付け

＜地域公共交通活性化再生法の計画制度と補助制度との連動化について 【国土交通省資料抜粋】＞

生野高原の地域コミュニティ交通の地域公共交通計画への位置付けについて

R3.4に要綱が改正され、地域公共交通
計画への位置付けが補助要件化

資料３



⽣野⾼原

１．実施期間 令和4年12⽉19⽇(⽉)〜令和5年5⽉31⽇(⽔) ※平⽇のみ
【第２回試験運⾏の概要】

３．運行ルート
Aルート(⻘)：JR⻄宮名塩駅⇔名塩⼭荘・光陽台
Bルート(橙)：JR⻄宮名塩駅⇔名塩平成台・名塩ガーデン
Cルート(緑)：JR⻄宮名塩駅⇔名塩⾚坂・名塩緑ヶ丘・名塩美⼭・⽣野⾼原
Dルート(紫)：⽣野⾼原・名塩美⼭⇒⾚坂(阪急バスに乗換)・JR⻄宮名塩駅（早朝便）

５．使用車両 ジャンボタクシー(乗車定員９人)

２．実施主体 名塩コミュニティバス準備委員会、阪急タクシー㈱（運⾏主体）
４．運賃
（１）大人（中学⽣以上）

A、Bルート：300円
C、Dルート：利用区間によって300円もしくは400円

（２）小学⽣ 200円 （３）小学⽣未満 無料
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